
環境影響評価の
予測及び評価の手法について

令和4年3月29日
生活環境調査委員会（第2回）

資料２-１



１. 環境影響評価項目について

環境影響評価項目は、廃棄物処理施設生活影響調査指針（平成18年9月、環境省）に示される最終処分場における「生活
環境影響要因と生活環境影響調査項目」に基づくとともに、茨城県環境影響評価技術指針(平成11年6月11日、茨城県告示第
686号)に示される「廃棄物最終処分場事業に係る参考項目」を参考として、選定する。

表1.1 環境影響評価項目の選定

【凡例】●：廃棄物処理施設生活影響調査指針に示される標準項目のうち、選定した項目 ▲：廃棄物処理施設生活影響調査指針に示される標準項目のうち、選定しない項目
□：茨城県環境影響評価技術指針等を参考に、自主的に選定した項目
※水質（水の汚れ・水の濁り）は、廃棄物処理施設生活影響調査指針において、浸出液処理設備からの処理水を下水道に放流する等により公共用水域へ放流しない場合、評価項

目から除外できるとされていることを踏まえ、評価項目として選定しない
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重
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動
物
種
及
び

注
目
す
べ
き
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息
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群
落
と
そ
の
生
育
地

地
域
を
特
徴
づ
け
る

生
態
系

主
要
な
眺
望
点
及
び

景
観
資
源
並
び
に

主
要
な
眺
望
景
観

主
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の
場

建
設
工
事
に
伴
う

副
産
物

メ
タ
ン

二
酸
化
炭
素

建設機械の稼働 □ □ □ □ □ □ □

資材及び機械の運搬に用いる車両の
運行

□ □ □ □ □ □

切土工等，処理施設の設置等 □ □

浸出液処理設備からの処理水の放流 ▲※ ▲※

最終処分場の存在 ● □ □ □ □ □ □

浸出液処理設備の稼働 ● ●

埋立作業 □ □ □ ● ● ● □ □ □ □ □

埋立地からの悪臭の発生 ●

廃棄物運搬車両の走行 ● ● □ ● ● □

環境への負荷の量の程度
により予測及び評価され
るべき環境要素

大気環境 水環境

動物 植物 生態系
廃棄物

等大気質 水質
温室効果ガス等

土地又は
工作物の

存在
及び供用

工事の実施

　
　                         環境要素の区分

環境影響要因の区分

景観

人と自然
との触れ
合いの活
動の場

環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査，
予測及び評価されるべき環境要素

生物の多様性の確保及び
自然環境の体系的保全を
旨として調査，予測及び
評価されるべき環境要素

人と自然との豊か
な触れ合いの確保
を旨として調査，
予測及び評価され
るべき環境要素



２. 予測及び評価の手法について

（１）大気質

図2.1 影響予測地点図（大気質）
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計画地

新設道路（詳細なルートは検討中）

○ 工事中（建設機械の稼働）

△ 工事中（工事用車両の運行）

● 供用時（埋立作業）

▲ 供用時（廃棄物運搬車両の走行）

中丸団地内

計画地

大平田集会所

①予測の手法

②評価の手法
（１）回避・低減に係る評価
周辺環境に及ぼす影響が、事業者の実行可能な範囲でできる限り回避され、又は低減されている

かどうかを明らかにする。
（２）基準又は目標との整合に係る評価
大気汚染に係る環境基準等と予測結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。
・「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年環境庁告示第38号）
・「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年環境庁告示第25号）

環境影響要因 予測項目 予測手法 予測時期

工
事
の
実
施

建設機械
の稼働

窒素酸化物
浮遊粒子状物質
硫黄酸化物

工事計画から建設機械の配置や台数を設定し、大気
拡散式（プルーム式及びパフ式）により予測

建設機械の
稼働台数が
最大となる
時期

粉じん等 気象庁の風力階級表（ビューフォート風力階級表）
と計画地の気象状況（風向・風速）と照らし合わせ
て、定性的に粉じんの巻上りを予測

資材及び
機械の運
搬等に用
いる車両
の運行

窒素酸化物
浮遊粒子状物質

工事計画から建設機械の配置や台数を設定し、大気
拡散式（プルーム式及びパフ式）により予測

資材等の運
搬に用いる
車両の走行
台数が最大
となる時期

粉じん等 関係車両の走行台数等を設定し、「道路環境影響評
価の技術手法 平成24年度版（国土交通省国土技術政
策総合研究所、独立行政法人土木研究所、平成25年3
月）」の記載に基づき、車両1台あたりの基準降下ば
いじん量や風向・風速から算出する方法により予測

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
供
用

埋立作業 窒素酸化物
浮遊粒子状物質
硫黄酸化物

事業計画から埋立作業に用いる重機の配置や台数を
設定し、大気拡散式（プルーム式及びパフ式）によ
り予測

施設の稼働
が概ね定常
状態に達し
た時期

粉じん等 気象庁の風力階級表（ビューフォート風力階級表）
と計画地の気象状況（風向・風速）と照らし合わせ
て定性的に粉じんの巻上りを予測

廃棄物運
搬車両の
走行

窒素酸化物
浮遊粒子状物質

廃棄物運搬交通量を設定し、大気拡散式（プルーム
式及びパフ式）により予測

粉じん等 関係車両の走行台数等を設定し、「道路環境影響評
価の技術手法 平成24年度版（国土交通省国土技術政
策総合研究所、独立行政法人土木研究所、平成25年3
月）」の記載に基づき、車両1台あたりの基準降下ば
いじん量や風向・風速から算出する方法により予測



２. 予測及び評価の手法について

（２）騒音

図2.2 影響予測地点図（騒音）
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計画地

新設道路（詳細なルートは検討中）

○ 工事中（建設機械の稼働）

△ 工事中（工事用車両の運行）

● 供用時（埋立作業、浸出水処理設備の稼働）

▲ 供用時（廃棄物運搬車両の走行）

中丸団地内

計画地

大平田集会所

市道（梅林通り）

①予測の手法

②評価の手法
（１）回避・低減に係る評価
周辺環境に及ぼす影響が、事業者の実行可能な範囲でできる限り回避され、又は低減されている

かどうかを明らかにする。
（２）基準又は目標との整合に係る評価
以下の基準等と予測結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。
・「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境庁告示第64号）
・「騒音規制法」（昭和43年法律第98号）による規制基準

環境影響要因 予測手法 予測時期

工
事
の
実
施

建設機械の
稼働

工事計画に基づき、建設機械の配置、種類を設定し、日本音
響学会により提案された建設工事騒音の工種別予測法「ASJ 
CN model2007」を用いて予測

建設機械の稼
働台数が最大
となる時期

資材及び機
械の運搬等
に用いる車
両の運行

工事計画により資材運搬等の車両の走行台数等を設定し、日
本音響学会により提案された等価騒音レベルを予測するため
の式｢ASJ RTN model 2018」を用いて予測

資材運搬等の
車両の走行台
数が最大とな
る時期

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
供
用

埋立作業 事業計画に基づき、建設機械の配置、種類を設定し、日本音
響学会により提案された建設工事騒音の工種別予測法「ASJ 
CN model2007」を用いて予測

供用後の事業
活動が概ね定
常状態に達し
た時期

浸出液処理
設備の稼働

施設計画に基づき、音源の配置、種類を設定し、「廃棄物処
理施設生活環境影響調査指針（環境省、平成18年9月）」に
記載された方法により、壁面の大きさ、予測地点までの距離
を考慮した伝搬式を用いて予測

廃棄物運搬
車両の走行

廃棄物運搬車両の走行台数を設定し、日本音響学会により提
案された等価騒音レベルを予測するための式「ASJ RTN
model2018」を用いて予測



２. 予測及び評価の手法について

（３）振動

図2.3 影響予測地点図（振動）
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計画地

新設道路（詳細なルートは検討中）

○ 工事中（建設機械の稼働）

△ 工事中（工事用車両の運行）

● 供用時（埋立作業、浸出水処理設備の稼働）

▲ 供用時（廃棄物運搬車両の走行）

中丸団地内

計画地

大平田集会所

市道（梅林通り）

①予測の手法

②評価の手法
（１）回避・低減に係る評価
周辺環境に及ぼす影響が、事業者の実行可能な範囲でできる限り回避され、又は低減されてい

るかどうかを明らかにする。
（２）基準又は目標との整合に係る評価
以下の基準等と予測結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。
・「振動規制法」（昭和51年法律第64号）による規制基準

環境影響要因 予測手法 予測時期

工
事
の
実
施

建設機械
の稼働

工事計画に基づき、建設機械の配置、種類を設定し、発生する
振動レベル、予測地点までの減衰式は、「建設作業振動対策マ
ニュアル（ (社）日本建設機械化協会、1994年)」を参照

建設機械の稼
働台数が最大
となる時期

資材及び
機械の運
搬等に用
いる車両
の運行

工事計画により資材運搬等の車両の走行台数を設定し、「道路
環境影響評価の技術手法 平成24年度版（国土交通省国土技術
政策総合研究所、独立行政法人土木研究所、平成25年3月）」
の「建設省土木研究所の提案式」を用いて予測

資材運搬等の
車両の走行台
数が最大とな
る時期

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
供
用

埋立作業 事業計画に基づき、埋立機械の配置、種類を設定する。発生す
る振動レベル、予測地点までの減衰式は、「建設作業振動対策
マニュアル（ (社）日本建設機械化協会、1994年)」を参照

供用後の事業
活動が概ね定
常状態に達し
た時期

浸出液処
理設備の
稼働

施設計画に基づき、振動源の配置、種類を設定し、「廃棄物処
理施設生活環境影響調査指針（環境省、平成18年9月）」に記
載された方法により、予測地点までの距離を考慮した伝搬式を
用いて予測

廃棄物運
搬車両の
走行

廃棄物運搬車両の走行台数を設定し、「道路環境影響評価の技
術手法 平成24年度版（国土交通省国土技術政策総合研究所、
独立行政法人土木研究所、平成25年3月）」の「建設省土木研
究所の提案式」を用いて予測



計画地

２. 予測及び評価の手法について

（４）悪臭

図2.4 影響予測地点図（悪臭）

敷地境界上の悪臭の影響を予測する。
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①予測の手法

②評価の手法
（１）回避・低減に係る評価
周辺環境に及ぼす影響が、事業者の実行可能な範囲でできる限り回避され、又は低減されてい

るかどうかを明らかにする。
（２）基準又は目標との整合に係る評価
以下の基準等と予測結果との間に整合が図られているかどうかを明らかにする。

・「悪臭防止法（昭和46年法律第91号）による規制基準」

環境影響要因 予測手法 予測時期

土
地
又
は
工
作
物

の
存
在
供
用

埋立地から
の悪臭の発
生

施設計画等を踏まえて、同規模、同処理方式の類似事
例から臭気の広がりを定性的に予測

供用後の事業活
動が概ね定常状
態に達した時期



計画地

２. 予測及び評価の手法について

（５）水質

図2.5 影響予測地点図（水質）

鮎川1

鮎川2

鮎川3
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○ 工事中（水の濁り）

①予測の手法

②評価の手法
（１）回避・低減に係る評価
水質等に及ぼす影響が、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されている

かどうかを明らかにする。
（２）基準又は目標との整合に係る評価

予測結果と評価の目標とした環境保全施策との整合性を比較することにより評価を行う。
なお、降雨時の水の濁りを評価の対象としているため、比較できる基準がないことから、現況水

質を著しく悪化させないことの相対的評価とした。

環境影響要因 予測項目 予測手法 予測時期

工
事
の
実
施

切土工等、
処理施設
の設置等

水の濁り（浮遊
物質量）

現地調査結果と施設の工事計画からの
非降雨時と降雨時の排水量と排出濃度
を踏まえ、完全混合式により予測

工事実施中で造成の
工事及び施設の設置
等の影響が最大とな
る時期



２. 予測及び評価の手法ついて

（６）地下水

①予測の手法

②評価の手法

図2.7 影響予測地点図（地下水位）

（１）回避・低減に係る評価
地下水の水位に及ぼす影響が、事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、

又は低減されているかどうかを明らかにする。

7

計画地

● 地下水位観測孔

○ 井戸（浄水場）

環境影響要因 予測項目 予測手法 予測時期

土
地
又
は
工
作
物

の
存
在
供
用

最終処分場
の存在

地下水位 事業計画地内の地下水位の状況及び事業計画地よ
り下流の井戸等の利用の状況から定性的に予測

供用後の事
業活動が概
ね定常状態
に達した時
期

図2.6 推定地下水等高線図 （第１回基本計画策定委員会資料３－３より引用・一部改変）

地点

水位標高（水位）単位：m

R3.2.5 R3.9.15 R3.10.18

No.1 107.56(8.97) 107.81(8.72) 107.74(8.79)

No.2 127.88(4.68) 131.31(1.25) 131.20(1.36)

No.3 107.93(22.66) 109.07(21.52) 108.86(21.73)

No.4 163.09(12.43) 165.15(10.37) 164.44(11.08)

No.1

No.2
No.3

No.4



環境影響要因 予測項目 予測手法 予測時期

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
供
用

最終処分
場の存在、
埋立作業

重要な動物種及
び注目すべき生
息地

重要な動物種及び注目すべき生息地の消失等の直
接的影響は、事業計画及び保全対策による改変域
を把握し、重要な動物種の生息域及び注目すべき
生息地と重ね合わせることにより改変の程度を予
測した上で、事例の引用又は解析により動物の生
息状況の変化を予測する。
工作物周辺の生息環境変化等の間接的影響は、他
の関連する項目の予測結果を踏まえ、生息環境条
件の変化の程度等を把握した上で、事例の引用又
は解析により予測する。

動物の生息
の特性を踏
まえて重要
な動物種
及び注目す
べき生息地
に係る環境
影響を的確
に把握でき
る時期

動物の生息の特性を踏まえて重要な動物種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受
けるおそれがある計画地周辺約200ｍを予測範囲とする。

２. 予測及び評価の手法について

（７）動物

①予測の手法

②評価の手法

図2.8 影響予測地点図（動物）

（１）回避・低減に係る評価
動物への影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているか

どうかを明らかにする。

8

計画地



植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な植物種及び群落に係る環境影響を受ける
おそれがある計画地周辺約200ｍを予測範囲とする。

２. 予測及び評価の手法について

（８）植物

①予測の手法

9

②評価の手法

（１）回避・低減に係る評価
植物な植物種及び群落とその生育地への影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回

避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。

図2.9 影響予測地点図（植物）

計画地

環境影響要因 予測項目 予測手法 予測時期

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
供
用

最終処分
場の存在、
埋立作業

重要な植物種及
び群落とその生
育地

重要な植物種及び群落とその生育地の消失等の直
接的影響は、事業計画及び保全対策による改変域
を把握し、重要な植物種及び群落とその生育地と
重ね合わせることにより改変の程度を予測した上
で、事例の引用又は解析により植物の生息状況の
変化を予測する。
日射の変化等の間接的影響は、他の関連する項目
の予測結果を踏まえ、生育環境条件の変化の程度
等を把握した上で、事例の引用又は解析により予
測する。

植物の生育
及び植生の
特性を踏ま
えて重要な
種及び群落
に係る環境
影響を的確
に把握でき
る時期



動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影
響を受けるおそれがある計画地周辺約200ｍを予測範囲とする。

２. 予測及び評価の手法について

（９）生態系

①予測の手法

②評価の手法

（１）回避・低減に係る評価
生態系への影響が事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されている

かどうかを明らかにする。
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図2.10 影響予測地点図（生態系）

計画地

環境影響要因 予測項目 予測手法 予測時期

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
供
用

最終処分
場の存在、
埋立作業

地域を特徴づけ
る生態系

注目種とその生息地の消失等の直接的影響は、事
業による改変域を把握し、注目種の存続に関わる
環境条件及び生物種の改変の程度を予測した上で、
事例の引用又は解析により注目種の生息・生育状
況の変化、生物種間の関係性の変化を予測する。
日照の変化等の間接的影響は、他の関連する項目
の予測結果を踏まえ、生息環境条件の変化の程度
等を把握した上で、事例の引用又は解析により予
測する。

動植物その
他の自然環
境の特性及
び注目種
等の特性を
踏まえて注
目種等に係
る環境影響
を的確に把
握できる時
期



２. 予測及び評価の手法について

（１０）景観

図2.11 影響予測地点図（景観）

助川山市民の森
「夕陽スポット」
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計画地

対象事業実施区域及びその周辺における主要な眺望点、景観資源の状況、主要な眺望
景観の状況を踏まえて、環境影響を受けるおそれのある範囲（計画地が視認可能な範
囲）を予測範囲とする。

①予測の手法

②評価の手法
（１）回避・低減に係る評価
眺望景観への影響が、事業者の実行可能な範囲でできる限り回避され、又は低減されているかど

うかを明らかにする。

環境影響要因 予測項目 予測手法 予測時期

土
地
又
は
工
作
物
の

存
在
供
用

最終処
分場の
存在

主要な眺望点及び景
観資源並びに主要な
眺望景観

モンタージュ写真等により将
来の眺望の状況を予測した上
で、事例の引用又は解析によ
り、印象の変化等について予
測する。

景観の特性を踏まえて主
要な眺望点及び景観資源
並びに主要な眺望景観に
係る環境影響を的確に把
握できる時期



２. 予測及び評価の手法について

（１１）人と自然との触れ合いの活動の場

①予測の手法

②評価の手法

図2.12 影響予測地点図（人と自然との触れ合い活動の場）

（１）回避・低減に係る評価
主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響が、事業者の実行可能な範囲内でできる限り

回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。

諏訪の水穴

12

計画地

対象事業実施区域及びその周辺における主要な人と自然との触れ合いの活動の場の利
用状況、利用環境等を踏まえて、環境影響を受けるおそれがある計画地周辺約500ｍを
予測範囲とする。

環境影響要因 予測項目 予測手法 予測時期

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
供
用

最終処分
場の存在

主要な人と自然との
触れ合いの活動の場
の利用環境の変化の
程度

類似事例又は既存知見に基
づく手法とする。

人と自然との触れ合いの活動
の場の特性を踏まえて主要な
人と自然との触れ合いの活動
の場に係る環境影響を的確に
把握できる時期

埋立作業 主要な人と自然との
触れ合いの活動の場
への交通手段の阻害
のおそれの有無及び
その程度

類似事例又は既存知見に基
づく手法とする。



２. 予測及び評価の手法について

（１２）廃棄物等

①予測の手法

②評価の手法

（１）回避・低減に係る評価
建設工事に伴う副産物の発生抑制が、事業者の実行可能な範囲内でできる限り

図られているかどうかを明らかにする。

（１３）温室効果ガス等

①予測の手法

②評価の手法

（１）回避・低減に係る評価
二酸化炭素及びメタンの発生が事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避され、

又は低減されているかどうかを明らかにする。
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環境影響要因 予測項目 予測手法 予測時期

工
事
の
実
施

切土工等，
処理施設の
設置等

建設工事に
伴う副産物

建設工事に伴う副産物の種類ごと
の発生量について、工事計画及び
事例の引用により予測する。

工事期間

環境影響要因 予測項目 予測手法 予測時期

工
事
の
実
施

建設機械の
稼働

二酸化炭素 重機の稼働による二酸化炭素発生
量を「温室効果ガス排出量算定・
報告マニュアル Ver4.8 令和4年
1月 環境省 経済産業省」をもと
に算出する。

工事期間

資材及び機
械の運搬等
に用いる車
両の運行

二酸化炭素 資材運搬等の車両の走行による二
酸化炭素発生量を「温室効果ガス
排出量算定・報告マニュアル
Ver4.8 令和4年1月 環境省 経
済産業省」をもとに算出する。

土
地
又
は
工
作
物
の
存
在
供
用

最終処分場
の存在

メタン 埋立廃棄物の組成を踏まえたメタ
ン発生量を「温室効果ガス排出量
算定・報告マニュアル Ver4.8
令和4年1月 環境省 経済産業
省」をもとに算出する。

事業活動が
定常状態と
なる時期

埋立作業 二酸化炭素 埋立に用いる重機の稼働による二
酸化炭素発生量を「温室効果ガス
排出量算定・報告マニュアル
Ver4.8 令和4年1月 環境省 経
済産業省」をもとに算出する。

廃棄物運搬
車両の走行

二酸化炭素 廃棄物運搬車両の走行による二酸
化炭素発生量を「温室効果ガス排
出量算定・報告マニュアル
Ver4.8 令和4年1月 環境省 経
済産業省」をもとに算出する。


